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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】第１の光源から光を受けたときに輪郭干渉縞投
影パターンを有し、第２の光源から光を受けたときに実
質的に一様な照明場を有する照明光線を形成する照明場
発生器を有する口腔内撮像装置を提供する。
【解決手段】照明光線の経路内の偏光子１４は、第１の
偏光透過軸を有する。投影レンズ１６は、偏光された照
明光線を歯表面に向け、結像レンズ２２は、歯表面から
の光の少なくとも一部を検出経路に沿わせる。検出経路
に沿って配置された偏光選択的要素は、第２の偏光透過
軸を有する。少なくとも１つの検出器３０は、偏光選択
的要素を通じて供給される光から画像データを取得する
。制御論理プロセッサ３４は、第１の光源と第２の光源
とに順次、電力を交互に供給し、輪郭干渉縞投影データ
およびカラー画像データの両方を取得するためのプログ
ラムされた命令に応答する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光源から入射光を受けたときに輪郭縞投影パターンを有し、第２の光源から入射
光を受けたときに実質的に一様な照明場を有する照明光線を形成するように作動可能な空
間光変調器を備える照明場発生器と、
　前記照明場発生器から放射される前記照明光線の経路内にあり、第１の偏光透過軸を有
する偏光子と、
　歯表面の方へ前記偏光された照明光線を入射照明光として向けるように配置されている
投影レンズと、
　前記歯表面で前記入射照明光から反射され、散乱された光の少なくとも一部を検出経路
に沿った方向に向けるように配置されている結像レンズと、
　前記検出経路に沿って配置され、第２の偏光透過軸を有する偏光選択的要素と、
　前記偏光選択的要素を通じて供給される前記光から画像データを取得するための前記検
出経路に沿って配置されている少なくとも１つの検出器と、
　前記第１の光源と第２の光源とに順次、電力を交互に供給し、前記少なくとも１つの検
出器から輪郭干渉縞投影データおよびカラー画像データの両方を取得するためのプログラ
ムされた命令に応答する制御論理プロセッサと、
　を備えることを特徴とする口腔内撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像装置であって、
　前記偏光子または前記偏光選択的要素のいずれかに結合され、前記結合された偏光子ま
たは偏光選択的要素を回転して２つの各直交位置のうちの一方に来るように電力の供給を
受けることができるアクチュエータをさらに備える、
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の撮像装置であって、
　前記偏光選択的要素は、偏光ビームスプリッタであり、
　前記少なくとも１つの検出器は、前記偏光ビームスプリッタを透過する光を受け取るよ
うに配置された第１の検出器を備え、前記偏光ビームスプリッタから反射された光を受け
取るように配置された第２の検出器をさらに備える、
　ことを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、画像診断法の分野に関するものであり、より具体的には、歯お
よび他の構造物の表面の３次元形状および色合いの複合撮像処理のための装置および方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　歯の形状と色合いの両方の正確なモデリングは、修復歯科および関連業務を行う上で重
要な機能である。従来、歯の輪郭を決定する機能と歯の色合わせを行う機能は、別々の作
業として実行されてきた。このため、色合い情報と形状情報との位置合わせを行う、また
は相関を求めることは困難である。色合いの決定は、特に、ヒューマンエラーの影響を受
けやすく、また全体的な精度も、開業医の相対的経験度に依存することが多い。
【０００３】
　デジタル撮像技術が出現したことで、歯から表面輪郭データまたは色合い情報を取得す
るための多数のツールが利用可能になった。歯の輪郭を取得することに適合されている技
術の１つは、干渉縞投影撮像である。干渉縞投影撮像では、パターン形成された、または
構造化された光を使用して、さまざまな種類の構造物に対する表面輪郭情報を取得する。
干渉縞投影撮像では、干渉縞または干渉格子の線のパターンが、所定の方向から対象物の
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表面に向けて投影される。次いで、表面から投影されたパターンは、他の方向から輪郭画
像として見え、そこで三角測量法を利用して等高線の外観に基づき表面情報を分析する。
新しい配置でさらに測定を行うために投影されたパターンの空間的シフト量を徐々に増や
す、位相シフトは、典型的には、干渉縞投影撮像の一部として適用され、これを使用して
、表面の輪郭マッピングを完成し、輪郭画像内の総合分解能を高める。
【０００４】
　干渉縞投影撮像は、中身の詰まっている不透明度の高い物体の表面輪郭の撮像に使用さ
れ、人体のいくつかの部分に対する表面輪郭を撮像するため、また皮膚構造に関する詳細
データを取得するために使用されている。しかし、技術上の障害が多数あるため、これま
で歯の干渉縞投影撮像の効果的利用が阻まれていた。歯科用表面撮像法における難題の１
つは、歯が半透明であることに関係する。半透明または準半透明の材料は、一般に、干渉
縞投影撮像にとって特に厄介であることが知られている。半透明構造物中の表面下散乱は
、全体的な信号対雑音（Ｓ／Ｎ）比を下げ、光度をシフトし、高さデータを不正確なもの
にする可能性がある。他の問題は、さまざまな歯表面に対する高い反射レベルに関係する
。反射率の高い材料、特に中空の反射構造物は、このタイプの撮像法のダイナミックレン
ジを事実上低下させうる。
【０００５】
　干渉縞投影撮像全体において、コントラストは典型的には低く、雑音は有意な因子とな
っている。コントラストを改善するために、いくつかの干渉縞投影撮像システムでは、輪
郭画像内の雑音の量を低減する対策を講じている。一般に、干渉縞撮像技術を使用して正
確な表面形状測定を行うために、試験対象の構造物の表面から直接反射される光を捕らえ
、その表面の下にある材料または構造物から反射される光をはじくことが望ましい。これ
が、半透明物体の３Ｄ表面走査のアプローチである。
【０００６】
　光学系の観点からは、歯それ自体の構造が、干渉縞投影撮像に対するさらなる多くの難
題をもたらす。すでに指摘されているように、歯の表面の下を貫通する光は、半透明の歯
材料内で著しい散乱を受ける傾向がある。さらに、歯表面の下の不透明な特徴からの反射
も生じることがあり、これによって、感知された信号を劣化させる雑音が加わり、したが
って、歯表面分析の作業がさらに複雑なものとなる。
【０００７】
　歯の輪郭撮像のために干渉縞投影がうまく機能するように１つの是正処置が試みられた
が、これは、歯表面それ自体の反射特性を変えるコーティングを塗布するというものであ
る。ここで、歯の相対的半透明性によって引き起こされる問題に対処するために、多くの
従来方式の歯輪郭撮像システムでは、表面輪郭撮像の前に塗料または反射性粉末を歯表面
に塗布する。干渉縞投影撮像の目的に関して、この追加されたステップにより、歯の不透
明度が上がり、前に指摘されている散乱光効果が低減されるか、またはなくなる。しかし
、このタイプのアプローチにはいくつかの短所がある。コーティング用の粉末または液体
を塗布するステップは、歯輪郭撮像プロセスにコストと時間の増大をもたらす。コーティ
ング層それ自体の厚さは所定の厚さを有し、多くの場合、歯表面全体にわたって不均一で
あるため、結果として測定誤差が容易に生じる。コーティングが施されるときに、歯の相
対的半透明性に関する情報はいっさい利用可能でない。さらに、コーティングを施すと、
輪郭撮像が容易になるが、歯に関する他の問題を覆い隠す傾向があり、そのため、取得さ
れうる情報の全体的な量が減る可能性がある。歯のコーティングまたは他のタイプの表面
調整が使用される場合であっても、歯表面のすべてに十分な量の光を当て、歯表面のすべ
てから反射して返ってくる光を感知することはそれでも困難である可能性がある。歯の異
なる表面が、互いに関して９０度に配向されることがあるため、コーティングが施されよ
うとされまいと、歯のすべての部分を正確に撮像するために十分な光を当てることは困難
である。
【０００８】
　歯構造の撮像の難題に構造光表面プロファイリング技術を適応させる試みがなされた。



(4) JP 2010-279695 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

例えば、Ｍａｓｓｅｎらの「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｂｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏ
ｒ　ｔｈｅ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｓｕｒｖｅｙｉｎｇ　ｏｆ　Ｔｅｅ
ｔｈ」という表題の特許文献１では、ＬＣＤマトリクスを使用してストライプのパターン
を形成し歯表面上に投影することを説明している。他のアプローチは、Ｏ’Ｋｅｅｆｅら
の「Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ　ｆｏｒ　３－Ｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｃａｍｅｒａ」という表題
の特許文献２において説明されている。Ｔｒｉｓｓｅｌの「Ｐｏｌａｒｉｚｉｎｇ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｅｒ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｒａ－Ｏｒａｌ　Ｓｃａ
ｎｎｉｎｇ」という表題の特許文献３では、三角測量法および偏光を使用して歯表面のプ
ロファイリングを行うが、作業のために蛍光コーティングを施す必要のある方法を説明し
ている。さらに、Ｐｆｅｉｆｆｅｒらの「３－Ｄ　Ｃａｍｅｒａ　ｆｏｒ　Ｒｅｃｏｒｄ
ｉｎｇ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，Ｉｎ　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ　ｆｏｒ
　Ｄｅｎｔａｌ　Ｐｕｒｐｏｓｅｓ」という表題の特許文献４では、三角測量法を使用す
るが、これも撮像のために歯表面に不透明粉末を塗布する必要のある歯科用撮像装置を開
示している。
【０００９】
　粉末または他の表面コーティングを使用すると、輪郭の撮像を使いやすくできるが、同
時に色合い情報を取得することができなくなる。したがって、色合い情報および表面輪郭
情報は、別々に取得されなければならず、色合いおよび形状情報を互いに対し位置合わせ
することが困難である。
【００１０】
　１つの装置から形状と色合いの両方の情報を取得するアプローチでは、共焦点撮像を利
用しており、これは、Ｂａｂａｙｏｆｆの「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ
　ｆｏｒ　Ｃｏｌｏｕｒ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　
Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」という表題の特許文献５で説明されている。焦点距離を徐々に延ば
しつつ歯の数百枚の画像を撮り、相対的ピクセル強度を歯表面上の複数の点に対する表面
輪郭の尺度として使用することは、最もよく理解される。次いで、こうして得られた色お
よび深度のデータを組み合わせて、歯の形状および色合いを取得し、表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第５３７２５０２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／００８６７６２号明細書
【特許文献３】米国特許第７３１２９２４号明細書
【特許文献４】米国特許第６８８５４６４号明細書
【特許文献５】米国特許第７３１９５２９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　共焦点撮像法にはいくつかの利点もあるが、そのような方法の使用には欠点もある。使
用されるピクセル分解能にもよるが、そのようなアプローチでは、相当の画像処理用資源
が必要になる場合がある。この処理が、接続されているホストコンピュータまたはプロセ
ッサにおいて外部実行される場合、共焦点デバイスに対してホストコンピュータまたはプ
ロセッサに大量のデータを転送する必要があるためかなりのオーバーヘッドが生じる可能
性がある。また、光学コンポーネントおよび光学系設計に関係する欠点もある。光路要件
は、形状測定に対し効率的で、有用であるものと、歯の色合いを効果的に測定するために
必要なものとで異なる。共焦点撮像は、テレセントリック照明および撮像経路を必要とし
、したがって、撮像デバイスの視野が制限される。
【００１３】
　歯の正確な表面輪郭撮像と色合いデータの両方をもたらす装置および方法があれば、歯
の再建がスピードアップされ、また、クラウン（ｃｒｏｗｎ；歯冠の補綴物）、インプラ
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ント、または他の修復構造物に対する鋳型形状または他の表面形状を形成する際のコスト
および不便さなど、従来の方法に内在しているコストと不便さを軽減できる可能性がある
ことが理解されうる。
【００１４】
　本発明の目的は、特に口腔内撮像用途のために、画像診断術を発展させることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述の目的を念頭に置き、本発明は、口腔内撮像装置を提供する。この口腔内撮像装置
は、第１の光源から入射光を受けたときに輪郭干渉縞投影パターンを有し、第２の光源か
ら入射光を受けたときに実質的に一様な照明場を有する照明光線を形成するように作動可
能な空間光変調器を備える照明場発生器と、照明場発生器から放射される照明光線の経路
内にあり、第１の偏光透過軸を有する偏光子と、歯表面の方へ偏光された照明光線を入射
照明光として向けるように配置された投影レンズと、歯表面で入射照明光から反射され、
散乱された光の少なくとも一部を検出経路に沿った方向に向けるように配置された結像レ
ンズと、検出経路に沿って配置され、第２の偏光透過軸を有する偏光選択的要素と、偏光
選択的要素を通じて供給される光から画像データを取得するための検出経路に沿って配置
された少なくとも１つの検出器と、第１の光源と第２の光源とに順次、電力を交互に供給
し、少なくとも１つの検出器から輪郭の干渉縞投影データおよびカラー画像データの両方
を取得するためのプログラムされた命令に応答する制御論理プロセッサとを備える。
【００１６】
　本発明の特徴は、好適な偏光および波長の光を、輝度の変化する干渉縞投影パターン形
成とともに歯輪郭の撮像の作業に適用することである。
【００１７】
　なお、上述した目的は、例示によってのみ与えられており、そのような目的は、本発明
の１つ以上の実施形態の例であってよい。開示されている本発明によって本質的に達成さ
れる他の望ましい目的および利点は、当業者であれば、思い付くか、または当業者にとっ
て明らかなものとなる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の装置および方法によって得られる利点は、歯表面の撮像を改善すること、およ
び従来の輪郭撮像法に比べて小さなコストで歯色合い情報を取得することに関係する。従
来の方法とは異なり、輪郭撮像の準備ステップとして歯に粉末または他の不透明物質を施
さなくてよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】歯科補綴物を形成するための本発明の撮像装置および方法の役割をシーケンスで
示すワークフロー図である。
【図２Ａ】歯に入射した照明光の波長依存の貫通を示す図である。
【図２Ｂ】異なる波長を持つ反射および散乱光の相対強度を示す略図である。
【図３】一実施形態による口腔内撮像システムのコンポーネントを示すブロック図である
。
【図４】歯または他の構造物に対する形状および色合いの複合情報を取得するための論理
流れ図である。
【図５】一実施形態における形状および色合いの複合情報を取得するための撮像装置の略
図である。
【図６Ａ】偏光干渉縞投影撮像装置の偏光子と平行な偏光軸を持つ検光子の使用を示すブ
ロック図である。
【図６Ｂ】偏光干渉縞投影撮像装置の偏光子に直交する偏光軸を持つ検光子の使用を示す
ブロック図である。
【図７Ａ】歯に入射した照明光の偏光依存の反射および散乱を示す図である。



(6) JP 2010-279695 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

【図７Ｂ】入射照明からの反射光および散乱光の相対強度を示す図である。
【図８Ａ】共偏光を検出したときに得られる光の成分を示す図である。
【図８Ｂ】交差偏光を検出したときに得られる光の成分を示す図である。
【図９】複数の検出器を使用する一実施形態における形状および色合いの複合情報を取得
するための撮像装置の略図である。
【図１０】本発明の一実施形態における照明場発生器を示す略図である。
【図１１Ａ】起伏のある表面を持つ撮像場の一部にわたって撮像能力の改善のためどれだ
け高めた輝度が適用されうるかを示す略図である。
【図１１Ｂ】起伏のある表面を持つ撮像場の一部にわたって撮像能力の改善のためどれだ
け高めた輝度が適用されうるかを示す略図である。
【図１１Ｃ】起伏のある表面を持つ撮像場の一部にわたって撮像能力の改善のためどれだ
け高めた輝度が適用されうるかを示す略図である。
【図１２Ａ】一実施形態における輪郭撮像のために生成された例示的な投影光パターンを
示す図である。
【図１２Ｂ】一実施形態における輪郭撮像のために生成された例示的な投影光パターンを
示す図である。
【図１３】輪郭補正画像を取得するための手順を示す論理流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の前述の目的、特徴、および利点ならびに他の目的、特徴、および利点は、添付
図面に示されているように、本発明の実施形態の以下のより具体的な説明から明白になる
。図面の要素は、必ずしも互いに関して縮尺されていない。
【００２１】
　同一出願人による２００９年４月１６日に出願したＬｉａｎｇの「Ｄｅｎｔａｌ　Ｓｕ
ｒｆａｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｕｓｉｎｇ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　Ｆｒｉｎｇｅ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔｉｏｎ」という表題の米国特許出願第１２／４２４，５６２号を参照する。
【００２２】
　本明細書で示されている図は、本発明による重要な動作原理およびコンポーネントの関
係をそれらの各光路に沿って示すために与えられており、実寸を示す、または縮尺通りに
示すことを意図して描かれてはいない。基本的な構造物の関係または動作原理を強調する
ために、ある程度の誇張が必要になる場合もある。例えば、電力の供給、パッケージング
、ならびにシステム光学系の装着および保護のために使用されるサポートコンポーネント
など、説明されている実施形態の実装に必要になり得るいくつかの従来のコンポーネント
は、発明それ自体の説明を簡素化するために図面に示されていない。以下に述べる図面お
よび本文において、類似のコンポーネントは、類似の参照番号で指示され、すでに説明さ
れているコンポーネントおよびコンポーネントの配置構成もしくは相互作用に関する類似
の説明は、省略されている。
【００２３】
　本開示の文脈では、「干渉縞パターン照明」という用語は、干渉縞投影撮像または「輪
郭（ｃｏｎｔｏｕｒ）」撮像に使用されるタイプの構造化照明を記述するために使用され
る。干渉縞パターンそれ自体は、パターンの特徴として、照明されている領域上に分布し
、所定の周期で繰り返し生じる、所定の空間周波数を有する複数の線、円、曲線、または
他の幾何学的形状を含みうる。
【００２４】
　構造化照明のパターン内の光または他の特徴の線の２つの部分は、その投影線幅が線の
長さにわたって±１５パーセント以内で同じであるときに実質的に「寸法的に一様である
」と考えることができる。この後さらに詳しく説明されているように、一様な空間周波数
を維持するために、構造化照明のパターンの寸法的一様性が必要である。
【００２５】
　本開示の文脈において、「実質的に一様な」光線は、その場にわたって視覚で知覚でき
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るほどの強度の変化を示さない。
【００２６】
　［ワークフロー］
　本発明で解決される問題をより完全に理解するために、本発明の装置および方法が、ク
ラウンまたは他の色合わせした歯科補綴物を設計し、加工し、装着するワークフロー全体
においてどのように使用されるかを考えることは有益である。図１のワークフロー図を参
照すると、このプロセスは、画像取り込みステップＳ１６０から開始し、既存の歯構造物
の適切な形状および色合いを判定するために使用される画像を取得する。干渉縞投影画像
は、形状構成ステップＳ１６４において３Ｄ（３次元）形状情報を生成するために使用さ
れる。色合い抽出ステップＳ１６８で必要な色情報を供給するために、異なる照明波長を
有するカラー画像またはモノクロ画像が使用される。次いで、カラー３Ｄ画像生成ステッ
プＳ１７０が、色合いおよび形状複合データを使用してカラー画像を形成する。次いで、
補綴物指定ステップＳ１７４は、この情報と他の情報を使用して、クラウンまたは他の歯
科用補綴物の材料および他の特徴を指定する。プロトタイプ作製ステップＳ１７８により
、例えば、カラーディスプレイなどに補綴物を視覚的に表示することができる。顧客承認
ステップＳ１８０が続き、そこで、歯科開業医がプロトタイプを承認する。承認された後
、加工ステップＳ１８４が続き、そこで、色合いおよび形状データおよびそれから生成さ
れたプロトタイプ作成情報を使用する。その後装着ステップＳ１８８が続き、そこで、ク
ラウンまたは他の歯科器具が患者に装着され、必要な微調整が加えられる。最後に、検査
ステップＳ１９０が実行される。
【００２７】
　図１にアウトラインが示されているワークフローについて、本発明は、主に、画像取り
込みステップＳ１６０、形状構成ステップＳ１６４、色合い抽出ステップＳ１６８、およ
びその後のカラー３Ｄ画像生成ステップＳ１７０に関係する。
【００２８】
　一般に、形状構成ステップＳ１６４のために歯から輪郭情報を取得するという問題は、
色合い抽出ステップＳ１６８でカラー画像を取得するための要件とは矛盾するおそれのあ
る技術およびアプローチを必要とする。例えば、輪郭撮像は、濃淡出力を使用するので、
多色光源ではなくモノクロ光源を使用した場合に最もよい結果をもたらし、構造化光パタ
ーンに対する波長の狭い帯域を使用することで、干渉縞パターン検出が簡素化され、また
本質的に、例えば、周囲迷光の効果が低減される。特に歯科撮像では、歯が半透明であり
、必然的に散乱を引き起こすため、歯の輪郭撮像にはより短い波長の光が他の光より有利
であることがわかっているが、これは波長によって変わる。干渉縞投影撮像と色合い撮像
との間のさらなる差異は、後でさらに詳しく説明されるように、それぞれのタイプについ
て有利である光度の一様性に関係する。
【００２９】
　歯の光散乱に対する波長の効果は、図２Ａに表されており、また、これに対応する図２
Ｂのグラフが示されている。図２Ａは、歯２０に向けられた３つの異なる波長λ１、λ２
、およびλ３を示している。最短波長λ１によると、歯を貫通する距離が最短である。次
に長い波長λ２によると、歯を貫通する距離が追加される。最後に、最長波長λ３による
と、歯を貫通する距離が最も長い。図２Ｂのグラフは、それぞれの波長から歯表面上の光
のフットプリントに対する散乱の影響を示している。波長が長ければ長いほど、フットプ
リントは広くなり、その結果、測定誤差が大きくなる。波長λ１は、例えば、３５０ｎｍ
から５００ｎｍまでの波長帯の近ＵＶまたは青色光とすることが可能である。波長λ２は
、例えば、５００ｎｍから７００ｎｍまでの波長帯の緑色光とすることが可能である。波
長λ３は、例えば、７００ｎｍ以上の波長帯の赤色光またはＩＲ光とすることが可能であ
る。したがって、３５０ｎｍ～５００ｎｍの波長帯の青色または近ＵＶ光は、歯構造内へ
の貫通が最小となるので、一実施形態では干渉縞投影撮像に好適な光源であることが判明
している。
【００３０】



(8) JP 2010-279695 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

　図３の概略図は、１つ以上の歯２０に対する表面輪郭および色合いの画像を形成するた
めにプローブ１２０を有する撮像装置１００を備える口腔内撮像システム４２を示してい
る。ホストプロセッサ１３４、典型的にはコンピュータワークステーションまたは他の専
用論理プロセッサが、撮像装置１００からデータを収集して処理し、典型的には、ディス
プレイ３８上にこの情報を表示する。ハンドヘルドプローブ１２０は、患者の口の中に、
不快感をほとんどまたは全く与えずに容易に配置できる。プローブ１２０は、有線または
無線データ通信チャネルを介して、ホストプロセッサ１３４と通信する。
【００３１】
　図４の論理流れ図は、一実施形態における表面輪郭および色合いの組み合わされた画像
を取得するために使用されるステップを示している。位置決めステップＳ２００で、操作
者が、患者の口の中のプローブ１２０（図３）の位置決めを行う。次いで、形状撮像ステ
ップＳ２１０および色合い撮像ステップＳ２２０を迅速に続けて実行して、互いに対して
位置合わせできる色情報および輪郭情報を取得する。２つのタイプの画像を互いに位置合
わせするには、画像処理技術分野の当業者に周知の多数の技術のいずれを使用することも
でき、また例えば、２つのタイプの画像のそれぞれにおいてくっきり明瞭であるか、また
は容易に識別可能である特徴の検出を伴いうる。
【００３２】
　さらに図４を参照すると、ステップＳ２１０およびＳ２２０は、いずれの順序でも実行
可能である。一実施形態では、色合い撮像ステップＳ２２０を最初に実行し、その結果を
使用して、すぐ後に続く形状撮像ステップＳ２１０の実行を調整する。この特定のタイプ
のシーケンスの使用は、後からさらに詳しく説明する。組み合わせステップＳ２３０で、
前のステップからの色合い情報および形状情報は、輪郭と色合いの両方のデータを持つ単
一画像が表示および格納ステップＳ２４０で取得され、表示され、格納されるように、組
み合わされる。
【００３３】
　図５の概略ブロック図は、干渉縞投影および色合いの両方の画像を取得するように構成
された撮像装置１００の一実施形態を示している。照明場発生器１１２は、干渉縞投影撮
像およびカラー撮像の両方に対する必要な照明を形成するために電力の供給を受けること
ができる。干渉縞投影撮像では、照明場発生器１１２は、特徴の一パターンを生成するが
、これは、可変強度を持つ場合もある。カラー撮像では、照明場発生器１１２は、広帯域
スペクトルを持つ実質的に一様な場、あるいは、異なる波長を持つ２つ以上の順次的で一
様な場を生成する。照明場発生器１１２の内部コンポーネントおよび照明場発生器１１２
の動作は、後でさらに詳しく説明する。
【００３４】
　さらに図５を参照すると、照明場発生器１１２からの照明光は、偏光子１４に通され、
入射照明光として、投影レンズ１６を通して歯２０に当てられる。歯２０から反射され、
散乱された光は、結像レンズ２２および検光子２８などの偏光選択的要素を通して、検出
器３０に送られる。検出器３０は、結像レンズ２２の像面のところで、検出経路８８に沿
って配置される。制御論理プロセッサ３４は、検出器３０から画像データを受け入れて処
理し、その画像データをホストプロセッサ１３４（図３）に渡し、その画像データを使用
して、それ専用の動作を制御することができるが、これについては後でさらに詳しく説明
する。
【００３５】
　［干渉縞投影撮像］
　撮像装置１００は、カラー撮像の直前または直後にステップＳ２１０（図４）で干渉縞
投影撮像を実行するために使用される。制御論理プロセッサ３４（図５）は、この機能用
に撮像装置１００のコンポーネントを構成し、検出器３０のところで歯から輪郭画像デー
タを取得する。一実施形態では、干渉縞投影撮像に使用される照明光は、３５０ｎｍ～４
５０ｎｍの波長帯の青色光である。
【００３６】
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　干渉縞投影撮像中の制御論理プロセッサ３４の１つの機能は、干渉縞の位置を漸増的に
シフトし、検出器が歯表面に関する３次元情報を算出するためにそのときに使用される画
像を取り込むのをトリガーすることである。位相シフト干渉縞投影法では、物体の３次元
情報を計算できる十分な情報を供給するためには、少なくとも３つの画像が典型的には必
要である。それら３つの投影された画像に対する干渉縞の相対的位置は、典型的には、干
渉縞周期の１／３だけシフトされる。制御論理プロセッサ３４は、コンピュータ、マイク
ロプロセッサ、またはプログラムされた命令を実行する他の専用論理処理装置とすること
ができる。
【００３７】
　図５の口腔内撮像装置１００は、歯２０の表面撮像に偏光を使用する。偏光子１４は、
照明場発生器１１２からの干渉縞パターン照明を直線偏光として供給する。一実施形態で
は、検光子２８の透過軸は、偏光子１４の透過軸と平行である。この配置構成により、干
渉縞パターンと同じ偏光を有する光のみが、検出器３０に送られる。他の実施形態では、
検光子２８は、検出器３０への反射光の経路内で、必要に応じて、アクチュエータ１８に
よって以下の２つの配向のうちいずれかになるように回転される。
　（ａ）偏光子１４と同じ偏光透過軸。この「共偏光（ｃｏ－ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ
）」位置では、検出器３０は、歯２０の表面から反射された正反射光、歯２０のエナメル
質表面の表層から散乱され反射された光の大半、さらには歯の表面下位置から散乱して戻
った光の一部を取得する。検光子２８の軸の共偏光配向は、図６Ａに示されている。平行
または共偏光は、他の構成に勝るコントラストの改善をもたらす。
　（ｂ）偏光子１４に関する直交偏光透過軸。直交偏光（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｐｏｌ
ａｒｉｚａｔｉｏｎ）または交差偏光（ｃｒｏｓｓ－ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ）を使用
すると、歯表面からの正反射成分を低減し、歯の内側部分からの散乱光のより多くを取得
することができる。検光子２８の軸の交差偏光配向は、図６Ｂに示されている。
【００３８】
　歯が撮像システムおよびセンサによって撮像されるときに、センサで利用できる光は、
（ｉ）歯上面から反射された光、（ｉｉ）歯の近表面体積または部分から散乱または反射
された光、および（ｉｉｉ）歯の内側で散乱した光、とすることができる。本開示の文脈
において、歯の「近表面体積」は、表面から数百μｍ以内にある歯構造の部分である。
【００３９】
　歯表面から反射された光（ｉ）、正反射光は、入射光の偏光状態を維持することが知ら
れている。入射光が歯の中へさらに伝搬するにつれ、光は次第に偏光解消してゆく。
【００４０】
　不都合なことに、輪郭パターンに対する光（ｉ）の一部は、歯表面の反射率のより高い
部分に入射することがあり、これにより、光検出を低下させるある程度の飽和すら引き起
こされる。歯からのすべての光を使用する従来のアプローチとは対照的に、本発明の方法
では、正反射光（ｉ）と近表面反射光（ｉｉ）の両方の少なくとも一部を使用し、歯内部
の深いところで散乱された光（ｉｉｉ）を回避する。近表面光（ｉｉ）は、特に青色光お
よびより短い波長については、なおも、実質的に偏光されることがわかった。したがって
、例えば、歯のエナメル質の表層から散乱され反射された光の大部分も、入射光と、また
正反射光（ｉ）と同じ偏光状態を有する。
【００４１】
　図７Ａおよび図８Ａは、本発明の装置および方法において、歯の表面のすぐ下からの散
乱された近表面光をなぜ使用するかを示している。図８Ａおよび図８Ｂは、平行偏光の使
用と交差偏光の使用との違いを示している。小さな寸法で偏光Ｐ０が歯に照射されると、
光Ｐ１の一部が歯の表面から正反射され、照明光Ｐ０と同じ偏光状態を有する。照明光Ｐ
０の他の部分は、歯の中に入り、散乱の作用を受け、偏光解消する。散乱光Ｐ２の一部は
、照明領域近くの歯の表面から漏れ、検出器３０（図５）に到達しうる。
【００４２】
　重要なことに、線の太さなど、構造光のパターンの特徴の寸法に関係する、散乱光Ｐ２
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の空間「フットプリント」は、反射光Ｐ１の対応する空間フットプリント上の増大を示し
ている。例えば、構造光パターンが所定の太さの光の平行線からなる場合、これらのパタ
ーン特徴からの反射光Ｐ１は、投影パターンと実質的に同じ太さの線を有する。しかし、
散乱光Ｐ２は、わずかに太さを増した線として検出される。つまり、光Ｐ２は歯の中で散
乱しているため、歯表面上の投影フットプリントは、入射光として投影された照明光線と
同じサイズである、正反射光のフットプリントに比べて広い。図７Ｂのグラフは、歯表面
からの光（Ｐ１）のフットプリントと歯内部からの光（Ｐ２）のフットプリントとの間の
差異を示している。その結果生じうる測定誤差を低減するために、歯内部から検出された
光を最小にしなければならない。発明者は、偏光は、歯表面からの正反射光（Ｐ１）を歯
内部からの散乱光から分離し、その一方で散乱光（Ｐ２）の一部を利用するための効果的
な弁別手段となることを発見した。
【００４３】
　図５の実施形態に関して、１つ以上の空間光変調器を照明場発生器１１２の一部として
使用し、偏光干渉縞投影撮像に必要なシフト動作を行わせることができるが、これについ
ては後でさらに詳しく説明する。干渉縞パターンそれ自体は、撮像時に少なくとも１つの
追加の代替位置に、より好ましくは２つ以上の代替位置にシフトされる。光パターンのこ
のようなシフトは、高精度の漸増的移動を行うために照明場発生器１１２の一部である圧
電型または他のタイプのアクチュエータなどの、独立型アクチュエータ（図５に示されて
いない）によって引き起こされうる。その代わりに、照明場発生器１１２が空間光変調器
を使用する場合、このシフトは、照明場発生器１１２内の部品の機械的移動を用いずに、
電子的に実行できる。それに加えて、偏光子１４または検光子２８（図５に示されている
ような）に９０度の回転を加えて、共偏光と交差偏光の両方の画像を得られるように、も
う１つのアクチュエータ１８を位置決めすることができる。偏光は、ＬＣＤ空間光変調器
を使用する場合に各直交位置まで回転させることもできる。
【００４４】
　［色合い撮像］
　干渉縞投影撮像の直後または直前に、撮像装置１００は、図５を参照しつつ説明されて
いるのと同じ光路コンポーネントを使用して、カラー画像、またはカラー画像を形成する
ために異なる照明波長を持つ多数のモノクロ画像も取得する。照明場発生器１１２は、輪
郭特徴のパターンではなく、実質的に一様な照明場を形成する。光は、赤色（約６３０ｎ
ｍ～７００ｎｍ）、青色（約４４０ｎｍ～４８０ｎｍ）、および緑色（約５００ｎｍ～５
４０ｎｍ）の光源からの多色光である。この照明光は、ここでもまた、偏光子１４によっ
て偏光され、歯２０に投影される。歯２０から戻ってきた光は、図６Ｂおよび図８Ｂを参
照しつつ説明されたように、交差偏光となる配向で位置決めされうる、つまり、偏光子１
４の軸に直交する偏光透過軸を持つ、検光子２８に通される。この配向は、検出器の飽和
を引き起こす可能性のある正反射光を低減するのに役立つため有利である。その代わりに
、検光子２８は、図６Ａおよび図８Ａを参照しつつ説明されたように、共偏光となる配向
で位置決めされうる、つまり、偏光子１４の軸に平行な偏光透過軸を持っていてもよい。
【００４５】
　図５の実施形態で示されているような単一検出器３０の使用は、部品点数が低い点と、
同じ画像経路およびコンポーネントを干渉縞投影および色合い撮像の両方に使用する点で
有利である。しかし、この実施形態は、いくつかの条件の下では周囲光にいくぶん敏感で
ある場合がある。
【００４６】
　図９の概略ブロック図は、干渉縞投影およびカラー画像の両方を取得し、また画像の取
り込みとその次の取り込みの間に偏光子１４または検光子２８の回転を必要とせずに両方
の偏光状態の光を取得する口腔内撮像装置１４０の一実施形態を示している。別の検光子
は不要である。偏光ビームスプリッタ３６は、検出経路８８内で偏光選択的要素として働
き、反射光と散乱光とを分離し、交差偏光を検出器３０ｂに反射し、共偏光を検出器３０
ａに透過する。両方の偏光状態の光を使用することができるので、口腔内撮像装置１４０
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は、形状と色合いの両方の測定に対してより多くの情報を取得することができる。青色透
過フィルタ９０は、オプションであり、周囲照明が検出経路８８から他の何らかの方法で
ブロックされない場合に必要になることがある。一実施形態では、フィルタ９０は、３５
０ｎｍ～５００ｎｍの波長帯の光に対し透過的である。
【００４７】
　本明細書で説明されている実施形態における検出器３０，３０ａ，３０ｂは、例えば、
ＣＣＤなどのさまざまな種類の画像感知アレイのうちのどれかとすることができる。偏光
子および検光子は、ワイヤグリッド型または他の偏光子タイプとすることができる。
【００４８】
　［照明場発生器１１２］
　図１０は、輪郭撮像に使用される干渉縞投影パターンと色合い撮像に使用される一様な
照明場の両方を形成するための照明場発生器１１２の一実施形態を示している。図１０の
実施形態では、光源８０は、干渉縞投影撮像用の光源として使用される。モノクロ光源８
０は、発光ダイオード（ＬＥＤ）またはレーザーなどの固体光源であるか、またはランプ
もしくは他の光源とすることができる。３５０ｎｍ～４００ｎｍ波長帯の青色または近Ｕ
Ｖ光は、前の方で説明されているように、歯の近表面部分から使用可能な画像成分を供給
するために使用される。２色性の表面９２は、光源８０からレンズまたは他の光学素子８
２に３５０ｎｍ～４００ｎｍの光を伝送する。図１０の実施形態において光源８１ｒ，８
１ｇ，および８１ｂを含むものとして示されている、多色光源７８は、色合い撮像に必要
な多色照明光を放出する。一実施形態では、光源８１ｒ，８１ｇ，および８１ｂは、それ
ぞれ、赤色、青色、および緑色のＬＥＤであり、カラー画像を形成するために同時に、ま
たは順次に電力の供給を受ける。代替色の光源、または異なる波長帯域を持つ固体光源な
どの異なる数のカラー光源を他の実施形態において使用することが可能である。その代わ
りに、白色光ＬＥＤ、ランプ、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）、あるいは１つ以上のレーザーも
しくは他の固体発光体などの単一の白色光源、または他の光源を、光源７８からの多色照
明光を放出するために使用することが可能である。２色性の表面９２は、光源７８から光
学素子８２に向けて多色光を反射する。
【００４９】
　光源８０は、その代わりに、干渉縞投影画像を取得するためにフィルタが照明経路内に
、あるいは検出経路８８または照明経路と検出経路の両方に沿って備えられている広帯域
光源とすることも可能であることに留意されたい。代替実施形態では、単一の広帯域光源
が、干渉縞投影およびカラー撮像の両方に使用され、移動可能フィルタは干渉縞投影撮像
時にモーターまたは他のアクチュエータによって適所に位置決めされ、カラー撮像時に照
明経路から取り除かれる。
【００５０】
　さらに図１０を参照すると、照明光線を形成するために空間光変調器８４が備えられて
いる。一実施形態では、空間光変調器８４は、例えば、テキサス州ダラス所在のＴｅｘａ
ｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社のＤｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ（Ｄ
ＬＰ（商標））などのデジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ，ｄｉｇｉｔａｌ　ｍｉ
ｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　ｄｅｖｉｃｅ）である。液晶デバイス（ＬＣＤ）または他の電子制
御光変調器をその代わりに使用することも可能である。干渉縞投影撮像では、空間光変調
器８４は、モノクロ光源８０からの照明光を使用して構造光の特徴付けられた干渉縞投影
パターンを形成する。カラー撮像では、空間光変調器８４は、その後歯に当てられる光の
実質的に一様な場を形成する。
【００５１】
　空間光変調器（ＳＬＭ）は、照明光線を整形し、輪郭干渉縞パターンを形成する上で多
数の利点を有する。一利点として、光度のＳＬＭのピクセルベースの制御により、投影さ
れた光線またはパターンの非一様性に対する補正を行うことができる。このような能力が
あるため、ＳＬＭは、例えば、経年変化などにより生じる、光源の非一様性を補正するこ
とができる。ＳＬＭは、輪郭撮像または色合い撮像のいずれかについて投影された照明光
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パターンを動的に変化させることができる。例えば、同じパターン、または輪郭データを
取得するために使用されたのと異なるパターンを使用して、色合い測定のためにパターン
形成された照明光線を形成すると都合がよいと思われる。ＳＬＭは、半透明度の測定に対
して有利な場合がある、１つ以上の光線または１つ以上の点源を形成するために使用する
こともできる。
【００５２】
　［適応型干渉縞投影撮像］
　前述の背景技術の文献において指摘されているように、歯の顕著な輪郭は、互いに関し
て急勾配になっている複数の表面を備え、このため、それぞれの表面に十分な光を当てる
作業が困難になっている。その結果、歯のいくつかの表面は、十分な３Ｄ情報をもたらし
えない。図１１Ａ～図１１Ｃを参照すると、この問題は、歯２０の背面２６に関して表さ
れている。撮像装置１０から出るパターン形成された光は、図１１Ｂに示されているよう
に、歯２０上に輪郭検出干渉縞パターン４４を生成する。干渉縞パターン４４は、領域５
２上にアウトラインが示されているように、上面４６の上で３Ｄ画像内容を取得するのに
十分な輝度を持つが、歯２０の裏面２６に対応し、暗領域５４としてアウトラインが示さ
れている背面領域は、非常に薄暗くなっている。このため、裏面２６の輪郭のよくても粗
い推定しかできない。
【００５３】
　従来の干渉縞投影パターン形成技術を使用してこのような輝度の不足を補正するために
、本発明の一実施形態では、所定の領域上の投影された干渉縞パターン照明の光度を選択
的に高める。図１１Ｃでは、干渉縞パターン５０は、その相対的光度によって区別される
、２つの異なる領域を持つものとして示されている。干渉縞パターン５０では、第１の光
度５６は、輪郭撮像のためにより容易にアクセス可能な上面４６などの表面の干渉縞投影
撮像のために与えられる。第２の光度５８は、図示されている実施例については第１の光
度５６より高く、図１１Ｃの暗色線によって示されている通りであり、歯の背面領域につ
いて与えられる。この実施例におけるパターン特徴である投影された等高線の実際のパタ
ーン特徴の間隔および太さは、この実施形態では変わらないことが見て取れるはずである
。干渉縞パターン５０の同じ空間周波数は、保たれる。これは、輪郭パターン、干渉縞パ
ターン５０は、寸法的に一様のままであり、個別の線または他のパターン特徴は強度のみ
が変わり、寸法または間隔（周期）は変わらないことを意味している。必要ならば、１つ
以上の領域上の干渉縞パターン照明の相対的光度のみが高められる。例えば、構造光干渉
縞パターン５０内のどれか１つの線に沿って、図１１Ｃの第１の光度５６および第２の光
度５８として示されているような２つの光度など、多数の光度がありうる。干渉縞パター
ン内の線の太さは、変わらず、干渉縞パターンの空間周波数は、保たれる。
【００５４】
　干渉縞パターンの寸法的一様性および空間周波数を維持することは、輪郭撮像にとって
有利である。これは、画像場の全体において一様な分解能をもたらすからである。特定の
領域上のパターンの線を太くするなど、パターンの寸法それ自体を変えるための他の技術
が提案されているが、干渉縞パターンの空間周波数は、そのような技術を使用したときに
変わるため、その結果得られる輪郭画像の分解能は非一様となる。図１１Ｃに示されてい
る例示的な干渉縞パターン５０に関して、第２の光度５８として示されている領域が実際
にはより太い線を使用していた場合に、結果として得られる輪郭画像は、この領域上で分
解能を下げることになることを観察することは有益である。干渉縞パターン５０の線を寸
法的に一様なものとして維持し、この実施例における第２の光度５８を与えるように光度
を高めるだけにすることによって、本発明の実施形態では、暗領域上の分解能を失うこと
なく照明を高める。
【００５５】
　図１１Ａ～図１１Ｃの略図は、干渉縞パターン５０が２つの異なる光度５６および５８
を使用することによって表面の急勾配を補正する単純な事例を示していた。図１２Ａおよ
び１２Ｂは、２つよりも多い光度を使用する他の可能な配置構成の例を示している。図１
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２Ａでは、例えば、干渉縞パターン照明に対する光は、この実施例の最高光度として表さ
れる、第１の光度５６、第２の光度５８、または第３の光度６６とすることができる。図
９Ｂでは、光は、それぞれ第１の光度５６、第２の光度５８、または第３の光度６６、あ
るいは図示されているようにさらに高い第４の光度６８とすることができる。光度は、投
影された干渉縞パターン５０内の単一の線に沿うなど、個別のパターン特徴に沿って変化
しうる。
【００５６】
　歯表面の暗領域上の光度を撮像装置１０の位置に対して相対的に増大することに加えて
、そうでなければ検出器の飽和を引き起こす高い正反射がありうる領域上で光度を下げる
ことも可能である。ここでもまた、変化するものは、投影された光パターンの１つ以上の
部分にわたる光度であることに留意されたい。線の太さおよび間隔は、両方とも空間周波
数に関係しており、異なる光度に対しても同じままである。
【００５７】
　図５または図９のブロック図を再び参照すると、投影されたパターン上の光度は、プロ
グラムされた命令に応答する、制御論理プロセッサ３４からのコマンドを使って、また制
御論理プロセッサ３４から関係する制御コンポーネントに供給される信号を使って照明場
発生器１１２を制御することにより変えることができる。次いで、パルス幅変調（ＰＷＭ
）を使用してＤＭＤの回転可能なミラーの実効デューティサイクルを高めることによって
、投影された干渉縞パターン５０の一部で光度を高めることができる。これにより、光源
の照明光が干渉縞パターンの特定の部分の上で適当な長さの時間の間供給される。照度調
節の他の方法は、画像処理分野の当業者にとって馴染みのある光変調技術を使用して、Ｌ
ＣＤに適用され、さらに他の透過性および発光性の空間光変調器にも適用され得る。
【００５８】
　図５および図９を再び参照すると、制御論理プロセッサ３４は、撮像条件に応じて干渉
縞パターン５０内の線または他の特徴の局所的光度を自動的に適応させる命令でプログラ
ムされることがわかる。一実施形態では、歯のカラー撮像が最初に実行され、そのカラー
画像を分析して、光度を高める照明の部分を決定する。他の実施形態では、初期干渉縞投
影画像を取り込み、チェックして、輪郭画像を取得するために光度の増減を行う領域を決
定する。次いで、この情報を使用して、実際の輪郭画像が取り込まれる。
【００５９】
　図１３の論理流れ図は、一実施形態における適応型干渉縞投影撮像に使用される一連の
ステップを示している。初期ステップＳ６０では、第１の参照画像が得られる。参照画像
は、歯表面上に構造光を投影することによって形成される、輪郭画像とすることができる
。その代わりに、参照画像は、光の一様な場の歯表面上への投影から得られる従来の２次
元画像とすることができる。得られる参照画像は、高分解能のものであってよい。あるい
は、参照画像は撮像に直接的には使用されないが、代わりにそれぞれの表面領域上で返さ
れる光の全量を決定するために使用されるので、参照画像は、低い分解能であってもよい
。
【００６０】
　なおも図１３を参照すると、分析ステップＳ６４が続き、そこで、十分に明るくない感
知された参照画像からの領域が識別される。歯科用撮像用途については、分析ステップＳ
６４で、歯構造に関する既知のデータを利用することができる。例えば、操作者は、数に
よって歯を識別することができるか、または分析ステップＳ６４で使用される他の情報を
与えることができる。次いでマップ生成ステップＳ７０が実行され、そこで、より大きな
、または小さな光度の領域が第１の参照画像に従って画定される。図１２Ａおよび図１２
Ｂに関して、ステップＳ７０は、次いで、可変光度干渉縞パターン５０を設定する。次い
で、画像取得ステップＳ７４において、図１１Ａ～図１１Ｃに関して説明されているよう
に輝度が加えられた輪郭画像を取得するために生成された干渉縞パターン５０を使用する
。画像取得ステップＳ７４の後に、マップ生成ステップＳ７０の分析を繰り返すオプショ
ンのループステップＳ７６を実行し、それにより、投影された構造照明光パターンが、光
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度の適切な変更とともに、１回以上シフトされるように第２の、または他の追加のマッピ
ングを生成することができる。このシフトは、干渉縞投影技術を使用して歯の輪郭のより
正確な評価を行うために実行される。個別に得られた輪郭画像を組み合わせて、画像処理
分野において周知の技術を使用することで、表面構造情報を取得する。一実施形態では、
画像取得ステップＳ７４は、共偏光（図６Ａに示されているような）と交差偏光（図６Ｂ
）の両方を使用して画像を得るために通電アクチュエータ１８（図５）も備える。
【００６１】
　代替実施形態では、輪郭干渉縞パターンの線の太さまたは他のパターン要素の相対的サ
イズは、歯の一部にわたって追加の光を供給するか、または減光するように変えることが
可能であることに留意されたい。しかし、輪郭撮像データは、分解能が低くなり、形状計
算処理がより複雑なものとなる。
【００６２】
　本発明の実施形態は、光の特性および空間光変調器の機能を利用して適合型干渉縞投影
パターンを形成することによって歯に対するカラー撮像および改善された輪郭撮像の両方
を行う。空間光変調器を使用すると、可変光度の干渉縞パターンを形成することができ、
さらにカラー撮像のための一様な照明場も形成できる。干渉縞投影画像とカラー画像を別
々に迅速に続けて撮像し、歯または他の構造物の正確なカラー３Ｄ画像を形成するために
形状および色合いの内容を位置合わせすることに関連する問題を最小限に抑えることがで
きる。本発明の装置および方法は、干渉縞投影撮像については短波長の光を使用し、干渉
縞投影およびカラー撮像の両方については偏光の原理を使用することによって歯の半透明
性に関係する問題を補う。
【００６３】
　図１に関して前の方で説明されているように、本発明の装置および方法を使用して得ら
れた画像データは、クラウンおよび他の義歯の加工の精度と適時性を改善するために使用
できる。これにより、いくつかの条件の下で印象を採取する必要が軽減されるか、なくな
り、歯科治療の全体的費用が低減されうる。したがって、この方法および装置を使用して
撮像を実行することで、歯科医による調節がほとんどまたは全くなしで取り付けられる、
優れた装着感の補綴装置を実現することができる。他の態様から、本発明の装置および方
法は、歯、支持構造物、および噛み合わせの長期間にわたる追跡に使用することができ、
これにより、診断がしやすくなり、また重大な健康上の問題を防止することができる。全
体として、このシステムを使用して生成されるデータは、患者と歯科医との間、および歯
科医、職員、および研究設備の間のコミュニケーションの改善に役立てるために使用され
うる。
【００６４】
　有利には、本発明の装置および方法は、歯表面に対し特殊な粉末を使用したり、他の何
らかの一時的コーティングを施したりすることなく歯および他の歯の特徴の３Ｄ撮像を行
うための口腔内撮像システムを実現する。一実施形態におけるシステムは、２５μｍ～５
０μｍの範囲で高分解能を達成する。
【００６５】
　本発明は、本発明の現在好ましい実施形態を特に参照しつつ詳しく説明されているが、
本発明の精神および範囲内で変更および修正を加えることができることは理解されるであ
ろう。例えば、多数の異なる種類の空間光変調器のうちのどれかを、照明場発生器の一部
として使用することが可能である。さまざまな略図内に単一コンポーネントとして示され
ている、レンズ１６および２２は、１つ以上の屈折または反射素子を用いたより複雑な配
置構成とすることも可能である。
【００６６】
　なお、以下に付記として本発明の構成の例を示す。
　（付記１）
　第１の光源から入射光を受けたときに輪郭縞投影パターンを有し、第２の光源から入射
光を受けたときに実質的に一様な照明場を有する照明光線を形成するように作動可能な空
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間光変調器を備える照明場発生器と、
　前記照明場発生器から放射される前記照明光線の経路内にあり、第１の偏光透過軸を有
する偏光子と、
　歯表面の方へ前記偏光された照明光線を入射照明光として向けるように配置されている
投影レンズと、
　前記歯表面で前記入射照明光から反射され、散乱された光の少なくとも一部を検出経路
に沿った方向に向けるように配置されている結像レンズと、
　前記検出経路に沿って配置され、第２の偏光透過軸を有する偏光選択的要素と、
　前記偏光選択的要素を通じて供給される前記光から画像データを取得するための前記検
出経路に沿って配置されている少なくとも１つの検出器と、
　前記第１の光源と第２の光源とに順次、電力を交互に供給し、前記少なくとも１つの検
出器から輪郭干渉縞投影データおよびカラー画像データの両方を取得するためのプログラ
ムされた命令に応答する制御論理プロセッサと、
　を備えることを特徴とする口腔内撮像装置。
（付記２）
　付記１に記載の撮像装置であって、
　前記偏光子または前記偏光選択的要素のいずれかに結合され、前記結合された偏光子ま
たは偏光選択的要素を回転して２つの各直交位置のうちの一方に来るように電力の供給を
受けることができるアクチュエータをさらに備える、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記３）
　付記１に記載の撮像装置であって、
前記偏光選択的要素は、検光子である、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記４）
　付記１に記載の撮像装置であって、
　前記偏光選択的要素は、偏光ビームスプリッタであり、
　前記少なくとも１つの検出器は、前記偏光ビームスプリッタを透過する光を受け取るよ
うに配置された第１の検出器を備え、前記偏光ビームスプリッタから反射された光を受け
取るように配置された第２の検出器をさらに備える、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記５）
　付記１に記載の撮像装置であって、
　前記空間光変調器は、デジタルマイクロミラーデバイスおよび液晶デバイスからなる群
から選択される、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記６）
　付記１に記載の撮像装置であって、
　前記第１の光源および第２の光源のうちの少なくとも一方は、発光ダイオードである、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記７）
　付記１に記載の撮像装置であって、
　前記第２の光源は、複数の固体光源を含む、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記８）
　付記１に記載の撮像装置であって、
　前記検出経路に沿って配置され、３５０ｎｍ～５００ｎｍ波長帯の光に対し透過性を有
するフィルタをさらに備える、
　ことを特徴とする撮像装置。
（付記９）
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　口腔内撮像のための方法であって、
　第１の光源から光を放射するときに輪郭干渉縞投影パターンを有し、第２の光源から光
を放射するときに一様な照明場を有する照明光線を形成することと、
　第１の偏光透過軸に沿って照明光線を偏光することと、
　歯表面の方へ前記偏光された照明光線を入射照明光として向けることと、
　前記入射照明光から前記歯表面で反射され、散乱された前記光の少なくとも一部を検出
経路に沿った方向に向けることと、
　第２の偏光透過軸を有する偏光選択的要素を前記検出経路に沿って配置することと、
　前記第１の光源および前記第２の光源を順次、交互に通電し、輪郭干渉縞投影画像デー
タおよびカラー画像データの両方を、前記偏光選択的要素を通じて供給される前記光から
取得することと、
　を含むことを特徴とする方法。
（付記１０）
　付記９に記載の方法であって、
　前記第１の光源は、３５０ｎｍ～５００ｎｍの波長帯の光を放射する、
　ことを特徴とする方法。
（付記１１）
　付記９に記載の方法であって、
　前記照明光線を形成することは、空間光変調器を通電することを含む、
　ことを特徴とする方法。
（付記１２）
　付記９に記載の方法であって、
　前記輪郭干渉縞投影データを前記カラー画像データに位置合わせすることをさらに含む
、
　ことを特徴とする方法。
（付記１３）
　付記９に記載の方法であって、
　前記輪郭干渉縞投影パターンを有する前記照明光線を形成することは、前記歯表面に対
応する前記干渉縞投影パターンの１つ以上の部分の光度を高めることをさらに含む、
　ことを特徴とする方法。
（付記１４）
　付記１３に記載の方法であって、
　前記光度を高めることにおいて、前記干渉縞投影パターンの空間周波数を保つ、
　ことを特徴とする方法。
（付記１５）
　付記９に記載の方法であって、
　前記第２の光源から光を放射することは、２つ以上の固体光源のうちのそれぞれから光
を相次いで放射することを含み、
　前記固体光源は、異なる波長域の光を放射する、
　ことを特徴とする方法。
【符号の説明】
【００６７】
　１０，１００，１４０　撮像装置、１４　偏光子、１６，２２　レンズ、１８　アクチ
ュエータ、２０　歯、２８　検光子、３０，３０ａ，３０ｂ　検出器、３４　制御論理プ
ロセッサ、３６　偏光ビームスプリッタ、３８　ディスプレイ、４２　口腔内撮像システ
ム、４４　パターン、４６　上面、５０　干渉縞パターン、５２，５４　領域、５６　第
１の光度、５８　第２の光度、Ｓ６０　初期ステップ、Ｓ６４　分析ステップ、６６　第
３の光度、６８　第４の光度、Ｓ７０　マップ生成ステップ、Ｓ７４　画像取得ステップ
、Ｓ７６　ループステップ、７８，８０，８１ｒ，８１ｇ，８１ｂ　光源、８２　光学素
子、８４　空間光変調器、８８　検出経路、９０　フィルタ、９２　２色性の表面、１１
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【図８Ｂ】 【図９】
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